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2広報「 」5月号

第1回葛城市議会定例会開催第1回葛城市議会定例会開催
　平成19年第1回葛城市議会定例会が、3月6日から20日までの会期で開催されました。
　この議会では、平成19年度の一般会計予算など多数の重要案件が審議されました。また、19日、20日
には6議員が一般質問を行いました。
　審議された議案と結果は次のとおりです。

報第   1号　　葛城市土地開発公社の経営状況の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　報告のみ
報第   2号　　葛城市国民保護計画の作成の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告のみ
承認第1号　　専決処分の承認を求めることについて
　　　　　　　（平成18年度葛城市一般会計補正予算（第３号）について）　　　　 　　　　　承　　認
議第   1号　　葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するこについて　　　　原案可決
議第   2号　　葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する
　　　　　　  条例の一部を改正することについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原案可決
議第   3号　　葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて　　　　　原案可決
議第   4号　　葛城市職員の旅費に関する条例の一部を改正することについて　　　　　　　　　原案可決
議第   5号　　葛城市保育所条例の一部を改正することについて　　　　　　　　　　　　　　　原案可決
議第   6号　　葛城市いきいきセンター条例の一部を改正することについて　　　　　　　　　　原案可決
議第   7号　　土地改良事業の施行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原案可決
議第   8号　　平成18年度葛城市一般会計補正予算（第４号）の議決について　　　　 　　　 　原案可決
議第   9号　　平成18年度葛城市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の議決について　  　原案可決
議第 10号　　平成18年度葛城市介護保険特別会計補正予算（第２号）の議決について　　　　  原案可決
議第 11号　　平成18年度葛城市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の議決について　　　  原案可決
議第 12号　　平成18年度葛城市学校給食特別会計補正予算（第２号）の議決について　　　　  原案可決
議第 13号　　平成19年度葛城市一般会計予算の議決について　　　　　　　　　　　　　　　  原案可決
議第 14号　　平成19年度葛城市国民健康保険特別会計予算の議決について　　　　　　　　　  原案可決
議第 15号　　平成19年度葛城市老人保健特別会計予算の議決について　　　　　　　　　　　  原案可決
議第 16号　　平成19年度葛城市介護保険特別会計予算の議決について　　　　　　　　　　　  原案可決
議第 17号　　平成19年度葛城市下水道事業特別会計予算の議決について　　　　　　　　　　  原案可決
議第 18号　　平成19年度葛城市学校給食特別会計予算の議決について　　　　　　　　　　　  原案可決
議第 19号　　平成19年度葛城市住宅新築資金等貸付金特別会計予算の議決について　　　　　  原案可決
議第 20号　　平成19年度葛城市霊苑事業特別会計予算の議決について　　　　　　　　　　　  原案可決
議第 21号　　平成19年度葛城市・広陵町介護認定審査会特別会計予算の議決について　　　　  原案可決
議第 22号　　平成19年度葛城市水道事業会計予算の議決について　　　　　　　　　　　　　  原案可決
　※平成19年度の各会計予算額については、先月号に掲載しております。

発議第１号　　葛城市議会委員会条例の一部を改正
　　　　　　　することについて　　　　　　　　　　　 原案可決
発議第２号　　葛城市議会会議規則の一部を改正す
　　　　　　　ることについて　　　　　　　　　　　　 原案可決
発議第３号　　「がん対策推進基本計画」の早期決
　　　　　　　定を求める意見書について　　　　　　　 原案可決
発議第４号　　「がん対策推進条例」（仮称）の早
　　　　　　　期制定を求める意見書について　　　　　 原案可決
　　　　　　　　　※意見書については関係機関へ提出いたしました。

議員提出議案
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祝祝

ご入学 (園 ) おめでとうございますご入学 ( 園 ) おめでとうございます
　

桜
の
花
が
、
暖
か
な
春
の
日
ざ
し

を
う
け
満
開
の
な
か
、
平
成
19
年
度

入
学(

園)

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

新
し
い
制
服
を
身
に
つ
け
た
、
新

入
園
児
・
新
入
学
生
の
み
な
さ
ん
は
、

初
め
て
出
会
う
先
生
や
校
舎
に
緊
張

し
て
い
る
よ
う
す
で
し
た
が
、
上
級

生
の
み
な
さ
ん
に
温
か
く
迎
え
ら
れ
、

新
し
い
友
だ
ち
や
生
活
に
心
躍
ら
せ

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
た
な
人
生

の
第
一
歩
を
歩
み
始
め
ま
し
た
。

新庄小学校

當麻小学校

忍海幼稚園

磐城幼稚園

新庄中学校

白鳳中学校
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野
菜
人
形
づ
く
り

　

新
庄
北
小

学
校
附
属
幼

稚
園
と
當
麻

第
1
保
育
所

で
は
、
野
菜

嫌
い
の
子
ど

も
を
減
ら
そ

う
と
、
地
元

野
菜
を
使
っ

た
人
形
づ
く
り
を
行
い
ま
し
た
。

　

野
菜
は
市
内
の
朝
市
が
無
償
提
供
さ
れ
、
同
幼
稚
園
で
は
、
園
児
が
大

根
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
な
ど
の
野
菜
に
割
り
ば
し
や
色
紙
、
ボ
タ
ン
な
ど
で

目
鼻
口
、
手
足
を
付
け
人
形
を

仕
上
げ
ま
し
た
。

　

同
保
育
園
で
は
、
完
成
し
た

野
菜
人
形
で
劇
が
演
じ
ら
れ
園

児
ら
の
歓
声
が
上
が
っ
て
い
ま

し
た
。

　

新
庄
北
小
学
校
附
属
幼
稚
園

の
井
村
和
世
主
任
教
諭
は
、「
人

形
づ
く
り
を
通
し
て
野
菜
に
興

味
を
持
っ
て
く
れ
た
か
と
思
い

ま
す
。
季
節
を
変
え
て
挑
戦
し

て
み
た
い
。」
と
語
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

新庄北幼稚園のようす

當
麻
第
1
保
育
所
の
よ
う
す

 
4
月
か
ら
行
政
相
談
委
員
に

 
 

橋は
し
も
と
し
ょ
う
じ

本
昭
次
さ
ん

　

こ
の
た
び
、
本
市
の
行
政
相
談
委
員
と
し
て
橋

本
昭
次
さ
ん
が
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、

自
治
体
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
の
苦
情
や
相
談
を

受
け
付
け
、
助
言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
通

知
な
ど
を
行
う
こ
と
を
業
務
と
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、「
人
権
・
行
政
・
心
配
ご
と
相
談
」
を

開
設
し
て
い
ま
す
。

　

ご
相
談
は
、無
料
で
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
長
ら
く
行
政
相
談
委
員
と
し
て
お
務
め

い
た
だ
き
ま
し
た
熨
斗
俊
剛
さ
ん
に
は
、
今
ま
で

の
ご
労
苦
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後

と
も
市
政
発
展
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

市
民
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
開
催

　

3
月
25
日
、
農
村
広
場
か
ら
二
上
山

ふ
る
さ
と
公
園
ま
で
の
史
跡
・
旧
跡

を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
巡
る
『
葛
城
市
民

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
あ
い
に
く
の
小
雨
模
様
と
な

り
ま
し
た
が
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
グ
ル
ー

プ
な
ど
の
1
8
8
名
の
方
が
参
加
さ
れ
、

ゴ
ー
ル
地
点
の
二
上
山
ふ
る
さ
と
公
園

を
目
指
し
て
春
の
一
日
を
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
で
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。
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「
商
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
！
」

　

6
月
1
日
、
商
業
統
計
調
査
が
全
国
一
斉

に
行
わ
れ
ま
す
。
全
国
の
商
業
事
業
所
が
す

べ
て
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
商
業
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
国
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
お
け
る

流
通
産
業
施
策
の
基
礎
資
料
と
な
る
も
の

で
す
。
調
査
の
項
目
は
、
事
業
所
の
名
称
、

所
在
地
、
経
営
組
織
、
年
間
商
品
販
売
額
等

で
す
。
お
答
え
い
た
だ
い
た
内
容
を
統
計
以

外
の
目
的
に
使
う
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

　

5
月
下
旬
か
ら
調
査
員
が
各
事
業
所
に
伺

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
企
画
調
整
課
ま
で

「
商
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
！
」

　

固
定
資
産
税
の
納
付
月
は
5
月
（
第
1

期
）、
8
月
（
第
2
期
）、
10
月
（
第
3
期
）

の
3
回
で
、
軽
自
動
車
税
は
5
月
（
全
期
）

の
み
で
す
。
納
付
期
限
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　

口
座
振
替
納
税

を
ご
利
用
の
方
は

上
記
納
付
期
限
日

に
指
定
の
口
座
か

ら
振
替
し
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は

第
1
期
の
納
付
期

限
日
ま
で
に
第
1

期
、
第
2
期
、
第

3
期
分
を
合
わ
せ

て
納
付
（
全
期
前

納
）
さ
れ
ま
す
と
、

前
納
報
奨
金
が
交

付
さ
れ
ま
す
。

安
全
で
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な
る
と
、
納
付
の

た
め
に
金
融
機
関
な
ど
へ
お
出
か
け
い
た

だ
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
う
っ

か
り
納
期
限
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
心

配
も
な
く
な
り
ま
す
。

　

申
し
込
み
手
続
き
は
、
市
指
定
の
金
融
機

関
及
び
郵
便
局
で
で
き
ま
す
。
申
し
込
み
日

の
翌
納
期
分
か
ら
口
座
振
替
を
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
収
納
課
ま
た
は
税
務
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

　

軽
自
動
車
の
所
有
（
使
用
）
者
・
運
転
者

の
障
害
の
程
度
や
使
用
目
的
に
つ
い
て
、
一

5
月
は
平
成
19
年
度
固
定
資
産
税
と

軽
自
動
車
税
の
納
付
月
で
す
！

納
税
通
知
書
は
5
月
10
日
頃
に
送
付
し
ま
す

　
（
納
税
通
知
書
が
5
月
17
日
頃
を
過
ぎ
て
も
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、 

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。）

税　目 第 1期・全期 第 2期 第 3期

固定資産税 5月 31日 8月 31日 10月 31日

軽自動車税 5月 31日

定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り
軽
自

動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

申
請
期
限

：
5
月
24
日
（
木
）
ま
で

申
請
場
所

：
税
務
課

 
 

（
新
庄
庁
舎
・
當
麻
庁
舎
）

用
意
す
る
物

：

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
、
自
動
車
検
査
証
、
運
転
免
許
証
、
印
鑑
、

平
成
19
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

※
前
年
に
減
免
を
受
け
て
い
て
も
、
平
成
19

年
度
も
申
請
を
さ
れ
ま
せ
ん
と
減
免
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
自
動
車
税
と
軽
自
動
車
税
の
両
方
で
減

免
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
請
期
限
後
に
減
免
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

◎
詳
し
く
は
、
税
務
課•

収
納
課
ま
で

安
全
で
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

市
税
・
介
護
保
険
料
・
保
育
所
保

育
料
・
学
童
保
育
料
・
清
掃
手
数

料
の
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」
及

び
「
口
座
振
替
領
収
書
」
の
廃
止

の
お
知
ら
せ

　

右
記
市
税
等
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付

い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ
ま
に
は
、「
口
座
振

替
済
通
知
書
」
及
び
「
口
座
振
替
領
収
書
」

を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
年
度
よ
り
そ

の
送
付
を
廃
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
納
付
は
預

貯
金
通
帳
の
記
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
の
皆
さ
ま
に
は
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
収
納
課
・
高
齢
福
祉
課
・
児

童
福
祉
課
・
新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
・
當

麻
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
ま
で

市
税
・
介
護
保
険
料
・
保
育
所
保

育
料
・
学
童
保
育
料
・
清
掃
手
数

料
の
「
口
座
振
替
済
通
知
書
」
及

び
「
口
座
振
替
領
収
書
」
の
廃
止

の
お
知
ら
せ
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新　庄　地　区

‥‥現在供用開始している区域

‥‥今年供用開始された区域
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　平成 18 年度の工事が完了したことにより 5月 1

日から新しく地図に示された区域で、公共下水道を

利用していただけるようになりました。

　快適な生活環境、きれいな水、豊かな自然を守る

第一歩として、一日も早く公共下水道を利用してい

ただきますよう、よろしくお願いします。

　市役所の職員を装ってご家庭を訪問し、排水設備

（宅地内の排水管、私設ます）などの点検・修理を強

引に行って多額の代金を要求するトラブルが発生し

ています。

　市役所ではこのような行為は一切行っていません。

また、宅地内の下水道管の清掃や修理を、市役所が業

者に委託し代金を請求することもありません。

　ご注意ください。

悪質な「点検商法」にご注意
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當　麻　地　区

‥‥現在供用開始している区域

‥‥今年供用開始された区域

　各ご家庭が供用開始公示後３年以内に公共下水道に接続工事を行われた場合に

助成金制度が適用されます。ただし、新築・会社・その他の法人等は対象となり

ません。詳しくは下水道課までお問い合わせください。
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民生児童委員はあなたの街の良き相談相手です

　平成 19 年度に制度創設 90 周年を迎える民生委員・児童委員は、地域福祉の推進役とし
て住民一人ひとりの思いや状況を受け止め、常に住民の立場に立って地域の生活者である
視点を大切にしながら、身近な相談支援者としての活動を進めています。

民生委員・児童委員は、地域の皆さんが困ったときの相談相手です。
　最近は、高齢化が進み、地域の中で孤立したひとり暮らしの高齢者や、核家族化が進み、子育ての悩みや児
童虐待などの問題を抱えＳＯＳを発している家庭も増えています。
　また、心身に障害があり、自分の力だけでは日常生活を送ることが困難な方もいます。私たち民生委員・児
童委員は、このような方々の生活上の悩みの相談に応じ、地域とともに自立した生活を送ることができるよう
必要な支援を行う地域福祉の推進者です。福祉の制度を利用したいけれども誰に相談してよいかわからない場
合、お気軽に皆さんの地域の担当民生委員・児童委員にご相談ください。もちろん、皆さんの相談内容や調査
の上で知り得た秘密は、その事務以外に一切漏らしてはならない義務を負っています。
　なお、各地域の担当民生委員・児童委員については、社会福祉課までお問い合わせください。

主任児童委員の役割をご存じですか？
　主任児童委員は児童問題を担当し、子どもの生活全般にわたり支援を行うもので、地域の民生委員・児童委
員と連携しながらその専門性を生かし、児童委員活動の一層の充実を図るよう努力しています。
　子どもに関する問題は、ひとりで悩んでいると悪い方向へ考えてしまう場合があります。思い切って相談す
れば、自分では考えつかなかったような解決の糸口が見つかるかもしれません。

5月 12日は民生委員・児童委員の日です。
　葛城市には、56名の民生委員・児童委員と 4名の主任児童委員が厚生労働大臣より委嘱され、活動を行って
います。
　毎年 5月 12日～ 18日は活動強化週間です。地域の皆さんに民生委員・児童委員を知ってもらい、皆さんと
ともに福祉のまちづくりを進めていけるよう願って、啓発運動を実施していきます。

◎詳しくは、社会福祉課まで

民生児童委員はあなたの街の良き相談相手です

　日本国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の全ての人は、公的年金に加入することになっています。

　60 歳未満で厚生年金や共済組合をやめた方は、14 日以内に住所地の市町村役場の国民年金担当窓口で、国民
年金に加入の手続きをして、国民年金保険料を納めていただくことになります。
　なお、あなたに扶養されている配偶者がいれば、国民年金の種別変更の手続きが必要となります。

● 保険料の納付は？
　加入手続き後、社会保険庁から送付される国民年金保険料納付案内書により、毎月の保険料を翌月末までに
ご自分で納めることになります。
納める場所…全国の金融機関・郵便局の窓口のほかコンビニエンスストアでも納めることができます。　　　 
　　　　　　また、インターネット（パソコン・携帯電話）を利用する方法で納めることもできます。
※ 保険料納付は、口座振替をご利用されると割引があり、たいへん便利でお得です。

● 保険料納付が困難な場合は？
　○ 保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請（※所得審査があります）によって保険料納付が免
　　 除される制度があります。（保険料免除制度）
　○ 30 歳未満の方には「若年者納付猶予制度」があります。※ 加入と同時に申請手続きができます。
　　国民年金は、国が責任をもって安全・確実に運営しており、老後は生涯にわたって老齢年金を受け取ること
ができます。また、老後だけではなく、けがや病気で障害が残ったり、生活を支えている一家の働き手を亡く
した場合は、障害年金や遺族年金があります。不測の事態に備えるためにも、未加入・納め忘れを避けなくて
はなりません。

◎詳しくは、市民課または大和高田社会保険事務所 ☎（22）3531 まで

国民年金の加入手続きと保険料納付をお忘れなく！
会社などを退職された方へ
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   ※今年から、検査項目に胃透視に替わって胃カメラを選択できるようになりました。
   　なお、受診される場合は、別途費用がかかります。
   ※女性の方で、婦人科検診を受診される場合は、別途費用がかかります。
   ※申し込み時に予約をお取りしますが、希望日に添えないこともありますので、受診 
   　希望日を複数考えた上で申し込みをしてください。

  【受　診　手　順】【受　診　手　順】

 （個人負担額を検査機関へ支払う。）
  ◎詳しくは、市民課保険年金係まで

大和都市計画下水道の変更
　市では、大和都市計画下水道（大和川上流流域関連公共下水道）の変更を検討し、その案がまとまりましたので、
下記により閲覧出来ます。

 閲覧機関：5月 8日（火）から 5月 21日（月）まで
　　　　　  （土・日、祝日を除く、午前 8時 30分から午後 5時 15分）
 閲覧場所：都市整備部　下水道課　新庄庁舎 2階

　※この変更案について意見書を提出される方は、具体的に意見の趣旨とその理由、住所、氏名、職業及び連
　絡先を記載のうえ、葛城市長宛として 5月 22日（火）（必着）までに下水道課へ提出してください。

◎詳しくは、下水道課まで

大和都市計画下水道の変更

●●●国民健康保険から人間ドックのご案内●●●
検査費の 7割を助成します !

　国民健康保険では、人間ドックを受診される方に対して助成を行います。

　是非、この機会にご活用ください。
 申 込 先 市　民　課
 受付期間 5 月 1日～平成 20年 2月 29日（閉庁日を除く。）
   ・午前 9時～正午 ・午後 1時～午後 3時 30分
 資　　格 下記の 3点を全て満たしている方が資格のある方です。
   ◎申請日において満 35歳以上 75歳未満（老人保健法による医療受給対象者を除く。） 
   　の方
   ◎申請日において、引き続き 1年以上本市の被保険者である方
   ◎申請日において、前年度分までの国民健康保険税を完納している世帯に属する方
 持参するもの 国民健康保険被保険者証・印鑑
 受診期間 5 月～平成 20年 3月末
 検査機関 下記のどちらかで受診していただきます。

主な検査項目
  1. 内科診察　　　11. 胃透視又は胃カメラ
  2. 身体測定　　　12. 肺機能
  3. 生活食事調査　13. 視力検査
  4. 便検査　　　　14. 眼底・眼圧
  5. 尿検査　　　　15. 聴力検査
  6. 末梢血検査　　16. 安静心電図
  7. 血液生化学　　17.総合指導
  8. 免疫血清
  9. 腹部超音波　　
10. 胸部Ｘ線　　

申 込 申 請

資 格 審 査

受診日の打ち合わせ・予約

受 診 券 発 行

受 診

奈良県健康づくり財団 田原本町宮古 404-7 個人負担額　11,220 円

葛城メディカルセンター 大和高田市西町 1-45 個人負担額　11,025 円

申 込 先

受付期間

資　　格

持参するもの

受診期間

検査機関

●

●

●

●

●
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●
児
童
手
当
制
度
の
目
的

　

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家

庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と

と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の
健

全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

 

●
児
童
手
当
制
度
の
し
く
み

11  

支
給
対
象

支
給
対
象 　

　

児
童
手
当
は
、
12
歳
到
達
後
の
最
初
の
3

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修

了
前
の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
（
1
月
か
ら
5

月
ま
で
の
月
分
の
手
当
に
つ
い
て
は
前
々

年
）
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
に
は
、

児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

22  

支
給
手
続
き

支
給
手
続
き

　

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
す
る
家
計
の

主
た
る
生
計
維
持
者
が
申
請
し
、
住
所
地
の

市
区
町
村
長
（
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
）
の

認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
し
た
翌

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

33  

支
給
月
額

支
給
月
額

　
（
平
成
19
年
4
月
1
日
か
ら

児
童
手
当
制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
）

　

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進

行
等
を
踏
ま
え
、
若
い
子
育
て
世
帯
等
の
経

済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
3
歳

未
満
の
乳
幼
児
の
養
育
者
に
対
す
る
児
童

手
当
の
額
を
、
第
1
子
及
び
第
2
子
に
つ
い

て
倍
増
し
、
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
律

月
1
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
3
歳
以
上
の
児
童
の
児
童
手
当
の

額
、
支
給
対
象
年
齢
及
び
所
得
制
限
限
度
額

に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
で
す
。

〈
0
歳
以
上
3
歳
未
満
の
児
童
の

養
育
者
に
対
す
る
児
童
手
当
〉

　

第
1
子
、
第
2
子

　
　
（
現
行
）
月
額
5
千
円

　
　
（
改
正
）
月
額
1
万
円
（
倍
増
）

　

第
3
子
以
降

　
　
（
現
行
）
月
額
１
万
円 

　
　
（
改
正
）
月
額
1
万
円
（
現
行
ど
お
り
）

〈
3
歳
以
上
（
現
行
ど
お
り
）〉

　

第
1
子
、
第
2
子 

月
額
5
千
円　

　

第
3
子
以
降 

 

月
額
１
万
円

44  

支
払
時
期

支
払
時
期

　

児
童
手
当
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
年
2
月
、

6
月
、
10
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

55  

所
得
制
限
限
度
額

所
得
制
限
限
度
額

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
（
1
月
か
ら

5
月
ま
で
の
月
分
に
つ
い
て
は
前
々
年
）
の

所
得
額
で
判
定
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
に
は

一
定
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
所
得
制

限
限
度
額
は
年
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
な
所
得
制
限
限
度

額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

 
児
童
手
当
制
度
の
概
要

（
平
成
19
年
4
月
1
日
〜
）

児
童
手
当
受
給
者
の

み
な
さ
ん
へ

　

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

毎
年
6
月
中
（
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
。）

に
、【
児
童
手
当
現
況
届
】
を
児
童
福
祉

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
出
は
、
受
給
者
の
前
年
の
所
得

状
況
と
6
月
1
日
現
在
の
養
育
状
況
な

ど
を
毎
年
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

こ
の
届
出
を
さ
れ
な
い
と
、
引
き
続
き

受
給
資
格
が
あ
っ
て
も
、
手
当
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
況
届
の
用
紙
は
、
後
日
送
付

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
お
忘
れ
な

い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

注
1
）
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対

象
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
が
あ
る
者
に

つ
い
て
の
限
度
額
（
所
得
額
ベ
ー
ス
）
は
右

記
の
額
に
当
該
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
又
は

老
人
扶
養
親
族
1
人
に
つ
き
6
万
円
を
加
算

し
た
額
。

扶養親族等の数 自営業者
（国民年金加入者）

サラリーマン
（厚生年金等加入者）

0 人 460.0 532.0 

1 人 498.0 570.0 

2 人 536.0 608.0 

3 人 574.0 646.0 

4 人 612.0 684.0 

5 人 650.0 722.0 

( 単位：万円）

注
2
）
扶
養
親
族
等
の
数
が
6
人
以
上
の
場

合
の
限
度
額
（
所
得
額
ベ
ー
ス
）
は
、
1
人

に
つ
き
38
万
円
（
扶
養
親
族
等
が
老
人
控
除

対
象
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
で
あ
る
と

き
は
44
万
円
）
を
加
算
し
た
額
。

◎
詳
し
く
は
、
児
童
福
祉
課
ま
で

※
今
回
の
改
正
で
は
、
受
給
者
か
ら
特
段
の

手
続
き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
児
童
手
当
の
未
申
請
の
方
に
つ
い
て
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
平
成
19
年
4
月
か
ら
3
歳
未
満
の

児
童
手
当
等
の
額
は
一
律
月
額
1
万
円
と

な
り
ま
す
が
、
3
歳
到
達
後
の
翌
月
か
ら

は
、
第
1
子
及
び
第
2
子
の
手
当
額
は
5
千

円
と
な
り
ま
す
。
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 『つどいの広場』へ

遊びにきませんか？

　市内在住の未就園児とその保護者のふれあいの

場として、市内 3カ所で開設していますので、お

気軽にお越しください。

▼開設場所 ‥子育て支援センター（新庄健康福祉セ

　ンター 2階「かつらぎっこ広場」）、磐城児童館、

　當麻児童館

▼開設日 ‥毎週 月・水・金 曜日（但し、祝日は休み）

▼開設時間 ‥午前 9時 30分～午後 3時

　　（但し、磐城・當麻児童館は午後 2時まで）

▼申　込 ‥不要

◎詳しくは、児童福祉課まで。

 健康づくり推進員養成講座

受講者募集！

　健康増進課では、健康づくり推進員養成講座を開

催します。講座では、運動の実習や調理実習、健康

づくりについての講義等を行います。地域の健康づ

くりのリーダーとしての活動に興味のある方は、ぜ

ひご参加ください。

▼第 1回開催日時 ‥6 月 1日（金）午後 1時～

（全 10回の開催を予定しています。）

▼場　所 ‥新庄健康福祉センター

▼申　込 ‥新庄健康福祉センター

　◎詳しくは、

新庄健康福祉センター ☎（69）9900 まで。



14広報「 」5月号

若
者
の
就
職
に
関
す
る

無
料
相
談

　

仕
事
・
就
職
に
関
し
て
「
ど
う
し
て

い
い
か
わ
か
ら
な
く
て
悩
ん
で
い
る
、

困
っ
て
い
る
、
気
軽
に
相
談
に
の
っ
て

欲
し
い
」「
就
職
訓
練
の
こ
と
を
知
り

た
い
」「
う
ち
の
子
の
職
業
選
択
の
助

言
を
す
る
参
考
に
し
た
い
」
な
ど
の
解

決
に
専
門
の
相
談
員（
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）

が
お
待
ち
し
ま
す
。

　

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
約
制

（
相
談
日
1
日
に
つ
き
4
人
ま
で
、
1

人
1
時
間
）
で
す
の
で
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日　

時

：

6
月
・
7
月
・
8
月
の

第
1
火
曜
日

 

　

 

午
後
1
時
〜
午
後
5
時

▼
場　

所

：

當
麻
庁
舎
市
民
相
談
室

▼
対
象
者

：

市
内
在
住
の
30
歳
ま
で
の

　

若
年
者
及
び
そ
の
保
護
者

▼
予
約
申
込
先

：

農
林
商
工
課

◎
詳
し
く
は
、
農
林
商
工
課
ま
で
。

消費生活相談について消費生活相談について
「架空請求や振り込め詐欺」などの消費生活に関する

相談に応じます。

　日　時：5月 15日（火）

 　 午前 10時～正午・午後 1時～ 4時

　場　所：新庄庁舎 2階 202 会議室

　相談料：無料（随時受付相談いたします。）

　※本年度より、當麻庁舎と新庄庁舎交互に消費生

　　活相談を行います。

　當麻庁舎：偶数月の第 2月曜日

　新庄庁舎：奇数月の第 2月曜日

県の消費者相談窓口は、次のとおりです。
● 奈良県食品・生活相談センター● 奈良県食品・生活相談センター
　奈良市登大路町 10-1

　☎：0742（26）0931

　FAX：0742（27）2686

　相談受付

　　午前 9時～正午、午後 1時～午後 4時

　　年末年始・土・日曜・祝祭日を除く

● 食の安全・消費生活相談窓口● 食の安全・消費生活相談窓口
　大和高田市大中 98-4　葛城保健所内

　☎：（22）0931

　FAX：（22）4999

　相談受付

　　午前 9時～正午、午後 1時～午後 4時

　　年末年始・土・日曜・祝祭日を除く

● 県警本部● 県警本部
　悪質商法 110番

　☎：0742（24）9441

　相談受付

　　午前 9時～正午、午後 1時～午後 5時

　　土・日曜・祝祭日を除く

◎詳しくは、農林商工課まで

多重・多額債務者への無料法律相談多重・多額債務者への無料法律相談
　消費者金融等からの多重・多額の債務問題につい

て、最終的な解決に至る方法について弁護士からア

ドバイスを受けることができます。

　月 1回（原則として毎月最終金曜日）、相談日 1日

につき 3人まで、弁護士による 30分の無料法律相談

となっています。完全予約制のため、予約の申し込

みが必要です。

予約申込先予約申込先
　奈良県商工労働部金融・商工振興課金融係奈良県商工労働部金融・商工振興課金融係
　奈良市登大路町 30（奈良県庁 6階）

　☎：0742（27）8807

　お急ぎの場合などは、以下の機関でも多重・
多額債務の相談に乗ってくれます。

●●奈良弁護士会奈良弁護士会
　　奈良市登大路町 5

　　☎：0742（22）2035

●●奈良弁護士会中和法律相談センター奈良弁護士会中和法律相談センター 
　　大和高田市大中 106-2

　　☎：（24）5403

●●奈良弁護士会南和法律相談センター奈良弁護士会南和法律相談センター
　　五條市今井 2-212-1

　　☎：0747（23）5234

●●奈良県司法書士会奈良県司法書士会 
　　奈良市西木辻町 320-5

　　☎：0742（22）6677

●●日本司法支援センター（法テラス）日本司法支援センター（法テラス）
　　奈良市高天町 38-3

　　☎：050（3383）5450

●●奈良県食品・生活相談センター奈良県食品・生活相談センター
　　奈良市登大路町 10-1

　　☎：0742（26）0931

◎詳しくは、農林商工課まで
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●
市
長
部
局

【
部
長
級
】
▽
企
画
部
長
（
人
権
政
策
課
長
）
米
田

芳
昭
▽
都
市
整
備
部
長
管
理
課
長
事
務
取
扱
（
管
理

課
長
）

木
久
雄　
　

【
課
長
級
】
▽
企
画
部
企
画
調
整
課
長
（
収
納
課
長
）

中
尾
知
好
▽
総
務
部
総
務
財
政
課
情
報
推
進
室
長

（
総
務
財
政
課
主
幹
）
田
中
茂
博
▽
同
部
税
務
課
長

（
企
画
調
整
課
長
）
福
井
良
祝
▽
同
部
収
納
課
長
（
収

納
課
長
補
佐
）
小
原
章
良
▽
市
民
生
活
部
人
権
政
策

課
長
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
所
長
補
佐
）
吉
川

正
隆
▽
保
健
福
祉
部
児
童
福
祉
課
長
（
當
麻
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
所
長
）
中
川
浩
邦
▽
産
業
建
設
部
建
設

課
長
（
都
市
計
画
課
長
）
正
田
貴
一
▽
同
部
農
林
商

工
課
長
（
農
林
商
工
課
長
補
佐
）
吉
村
正
一
▽
都
市

整
備
部
都
市
計
画
課
長
（
都
市
計
画
課
主
幹
）
生
野

秀
▽
同
部
下
水
道
課
長
（
建
設
課
長
）
安
川
登
▽

同
部
同
課
主
幹
（
下
水
道
課
長
補
佐
）
川
井
高
久
▽

会
計
課
長
（
会
計
課
長
補
佐
）
坂
口
徳
子

【
課
長
補
佐
級
】
▽
総
務
部
税
務
課
長
補
佐
（
市
民

課
長
補
佐
）
高
見
友
彦
▽
同
部
同
課
長
補
佐
（
税
務

課
）
西
村
圭
代
子
▽
同
部
収
納
課
長
補
佐
（
人
権
政

策
課
）布
施
憲
一
▽
市
民
生
活
部
市
民
課
長
補
佐（
市

民
課
）
岡
幸
子
▽
同
部
人
権
政
策
課
長
補
佐
（
健
康

増
進
課
長
補
佐
）辻
一
成
▽
同
部
環
境
課
長
補
佐（
水

道
局
業
務
課
長
補
佐
）
西
口
昌
治
▽
同
部
新
庄
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
所
長
補
佐
（
再
任
用
）
坂
口
順
一

▽
保
健
福
祉
部
社
会
福
祉
課
長
補
佐
（
市
民
課
）
尾

八
重
子
▽
同
部
児
童
福
祉
課
長
補
佐
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
担
当
（
磐
城
幼
稚
園
）
松
浦
幸
恵
▽
同
部

高
齢
福
祉
課
長
補
佐
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
担
当

（
税
務
課
長
補
佐
）
門
口
尚
弘
▽
同
部
健
康
増
進
課

長
補
佐
（
教
育
総
務
課
長
補
佐
）
西
川
信
明
▽
産
業

建
設
部
建
設
課
長
補
佐
（
都
市
計
画
課
）
木
村
喜
哉

▽
同
部
農
林
商
工
課
長
補
佐
（
建
設
課
）
池
原
博
文

▽
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
長
補
佐
（
建
設
課
長
補

佐
）
中

晃
▽
会
計
課
長
補
佐
（
社
会
福
祉
課
長
補

佐
）
邨
田
康
司　
　
　
　

●
教
育
委
員
会
部
局

【
課
長
級
】
▽
生
涯
学
習
課
長
兼
當
麻
文
化
会
館
長

（
高
齢
福
祉
課
主
幹
）
吉
村
剛
由
▽
同
課
主
幹
兼
同

館
主
幹
（
當
麻
文
化
会
館
主
幹
）
中
川
佳
三
▽
同
課

主
幹
兼
同
館
主
幹
（
教
育
相
談
室
長
）
植
村
寛
▽
体

育
振
興
課
長
兼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
所
長
（
体

育
振
興
課
長
）
吉
川
光
俊

【
課
長
補
佐
級
】
▽
教
育
総
務
課
長
補
佐
（
農
林
商

工
課
長
補
佐
）
西
川
均
▽
生
涯
学
習
課
長
補
佐
兼
當

麻
文
化
会
館
長
補
佐
（
生
涯
学
習
課
長
補
佐
）
仲
嶋

秀
樹
▽
体
育
振
興
課
長
補
佐
兼
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
所
長
補
佐
（
体
育
振
興
課
長
補
佐
）
西
川
博
史

▽
當
麻
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長
補
佐
（
環
境
課
長

補
佐
）
山
下
宗
良

●
水
道
局

【
課
長
級
】
▽
工
務
課
主
幹
（
工
務
課
長
補
佐
）
高

橋
一
馬

【
課
長
補
佐
級
】
▽
業
務
課
長
補
佐
（
税
務
課
）
岸

本
俊
博

●
消
防
本
部

【
課
長
補
佐
級
】
▽
消
防
本
部
警
防
課
長
補
佐
（
消

防
署
警
防
課
主
任
）
木
村
和
靖
▽
同
本
部
消
防
指
令

課
長
補
佐
（
消
防
署
消
防
課
主
任
）
河
合
成
元
▽
消

防
署
警
防
課
長
（
消
防
本
部
警
防
課
長
補
佐
）
伏
見

悟
▽
同
署
消
防
課
長
（
消
防
本
部
消
防
指
令
課
長
補

佐
）
河
井
章
▽
同
署
予
防
課
長
（
消
防
本
部
予
防
課

長
補
佐
）
西
川
和
秀

退
職
者
（
３
月
31
日
付
）

●
市
長
部
局

▽
吉
川
弘
明
（
企
画
部
長
）
▽
清
村
好
伸
（
都
市
整

備
部
長
）
▽
熨
斗
博
一
（
税
務
課
長
）
▽
北
野
耕
太

郎（
児
童
福
祉
課
長
）▽
宮
城
啓
員（
農
林
商
工
課
長
）

▽
粕
谷
全
利
（
下
水
道
課
長
）
▽
三
田
詮
（
会
計
課

長
）
▽
坂
口
順
一
（
新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
所
長

補
佐
）
▽
野
村
千
代
子
（
児
童
福
祉
課
総
括
主
任
保

育
士
）
▽
松
村
春
美
（
磐
城
校
区
児
童
館
主
任
児
童

厚
生
員
）
▽
米
田
文
江
（
下
水
道
課
長
補
佐
）
▽
大

塚
豊
（
秘
書
課
）
▽
岸
田
幸
雄
（
新
庄
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
）
▽
吉
田
嘉
美
（
新
庄
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）

▽
山
元
和
子
（
磐
城
第
１
保
育
所
）
▽
萩
原
奈
津
美

（
健
康
増
進
課
）

●
教
育
委
員
会
部
局

▽
梅
田
博
史
（
生
涯
学
習
課
長
）
▽
北
園
弘
子
（
當

麻
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
）
▽
安
川
清
美
（
新
庄
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
）
▽
今
中
恭
子
（
新
庄
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
）
▽
小
走
ア
イ
子
（
新
庄
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
）

葛　

城　

市　

人　

事　
（
４
月
１
日
付
）　
（　

）
内
は
旧
職
／
課
長
補
佐
級
以
上

教育委員会からのお知らせ

白鳳中学校一年生有志、車いすを市に寄贈
　４月３日、今春白鳳中学校に入学する 1年生有志より、車いすが市に寄贈されました。代表して車いすを届けてくれ
たＡ君からは「お年寄りや体の不自由な方に利用してもらってください。」とのことですので、市役所當麻庁舎玄関に設
置させていただくことになりました。
　この車いすは、小学校 4年生のときに集め始めたアルミ缶のプルトップ（缶を開ける際に引っぱる部分）やアルミ缶
を換金して購入されたものです。多数の友だち、ご近所の方や先生方のご協力もいただいたそうです。「みんなの力があ
ればこそ、車いすが購入できました。」と、Ａ君は笑顔で語ってくれました。
　とりわけ思い出に残っているのは、なかなか目標に届かず困っていた折、Ａ君らとは別に集めていたＢ君が「目的は
同じだから一緒にしよう」と 1万個のプルトップを譲ってくれ、それで一気に弾みがついた時だとか。
　帰り際の言葉      　「中学校に入学してからも活動を続け、また車いすを購入したいです。」が、春風とともに心地よ
く響きました。福祉を積極的に推進する葛城市にとって、若い力の参加は何より心強い限りです。

教　育　委　員　会　の　動　き
■平成 19年 3月 20日 ( 火 )　葛城市役所當麻庁舎　201会議室
　　議第５号　県費負担教職員管理職人事の内申について
　　協議報告事項　葛城市教育委員会後援名義の使用について
■平成 19年４月 10日 ( 火 )　葛城市役所新庄庁舎　203会議室
　　議第６号　県費負担教職員管理職人事の内申について
　　協議報告事項　①平成 19年度幼稚園及び学校の教育課程について
　　　　　　　　　②葛城市教育委員会後援名義の使用について
　　　　　　　　　③葛城市人権教育推進協議会の理事選出について
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   毎月11日は
   人権を確かめあう日です

奈良県市町村人権・同和問題
啓発活動推進本部
葛城市人権問題啓発活動推進本部

①②③④

人
権
啓
発
小
冊
子
「
葛
城
市
人
権
ス
ポ
ッ
ト
を
歩
く
」　

そ
の
9

　

葛
城
市
人
権
教
育
推
進
協
議
会
が
作
成
し
た
小
冊
子
「
葛
城
市
人
権
ス
ポ
ッ
ト
を
歩
く
」

か
ら
、
人
権
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
小
冊
子
は
、
人
々
の
「
優
し
さ
」、「
い
の
ち
」、「
願
い
」、「
助
け
合
い
」、
な
ど
、
人

権
を
広
い
意
味
で
捉
え
、
そ
の
側
面
か
ら
葛
城
市
の
歴
史
ス
ポ
ッ
ト
に
焦
点
を
あ
て
て
作
成

し
て
あ
り
ま
す
。

9 

伊
麻
の
物
語

　

毎
年
2
月
27
日
、
葛
城
市
南
今
市
に

お
い
て
、
多
く
の
人
々
が
参
加
し
て
、

「
孝こ

う
じ
ょ
い
ま

女
伊
麻
」
を
偲し

の

ぶ
追つ

い
と
う悼

法
要
が
行
わ
れ

ま
す
。
こ
の
行
事
は
明
治
22
年（
1
8
8
9
）

の
磐い

わ
き城

小
学
校
創
設
当
時
か
ら
続
く
も
の

で
、
磐
城
小
学
校
の
児
童
・
附
属
幼
稚
園
の

園
児
も
こ
の
伝
統
行
事
に
毎
年
参
加
し
て

き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
本

ほ
ん
ち
ょ
う朝

二
十
四
孝
の
一
人
と
讃
え

ら
れ
る
「
孝
女
伊
麻
」
と
は
一
体
ど
ん
な
人

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

江
戸
時
代
は
じ
め
、
南
今
市
に
伊
麻
（
寛

永
元
年
1
6
2
4
年
生
）
い
う
女
性
が
い

ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
に
母
を
失
い
、
継
母

に
育
て
ら
れ
た
が
折
り
合
い
が
う
ま
く
い

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
心
配
し
た
父
親

長ち
ょ
う
え
も
ん

右
衛
門
の
計
ら
い
で
、
弟
長ち

ょ
う
べ
い

兵
衛
を
大

阪
に
、
伊
麻
を
竹
内
村
の
粕か

す
や
じ
ん
し
ろ
う

屋
甚
四
郎
（
芭

蕉
の
門
人
の
千
里
）
家
に
奉
公
に
出
し
ま
し

た
。

　

長
右
衛
門
は
継
母
の
す
す
め
で
大
阪
に

出
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
生
活

は
苦
し
く
、
そ
れ
を
憂
い
た
伊
麻
は
成
長
し

て
故
郷
に
戻
っ
て
い
た
長
兵
衛
と
と
も
に
、

自
分
の
暮
ら
し
向
き
を
考
え
ず
仕
送
り
を

続
け
ま
し
た
。
そ
の
後
貧
し
さ
に
耐
え
か
ね

た
継
母
が
長
右
衛
門
を
捨
て
て
家
を
出
る

と
、
伊
麻
と
長
兵
衛
は
父
親
を
引
き
取
り
、

南
今
市
の
長
兵
衛
宅
と
竹
内
で
親
に
孝
行

を
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

寛か
ん
ぶ
ん文

11
年
（
1
6
7
1
）
の
夏
に
疫

え
き
び
ょ
う病（

赤

痢
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
）
が
流
行
し
ま
し

た
。
そ
の
こ
ろ
竹
内
村
の
伊
麻
の
も
と
に
い

た
父
親
長
右
衛
門
が
こ
の
は
や
り
病
に
か

か
り
、
食
べ
物
が
の
ど
を
通
ら
ず
衰

す
い
じ
ゃ
く弱

し
、

明
日
を
も
わ
か
ら
な
い
重
態
に
お
ち
い
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
姉
弟
は
、
介
抱
に
つ
と

め
ま
し
た
が
父
の
病
状
は
一
向
に
回
復
に

向
か
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
る
日
一
人
の
医
師
が
、
こ
の
病
気
は
ウ

ナ
ギ
を
食
べ
れ
ば
治
る
と
見
立
て
た
の
で
、

兄
弟
は
四
方
八
方
に
手
を
尽
く
し
て
ウ
ナ

ギ
を
探
し
ま
し
た
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
途

方
に
く
れ
、
嘆な

げ

い
て
い
た
伊
麻
が
あ
る
夜
、

磐城小学校玄関前　孝女伊麻像

  

〜〜  

芭
蕉
を
感
動
さ
せ
た

芭
蕉
を
感
動
さ
せ
た
伊伊い

ま

い

ま麻麻
の
親
孝
行

の
親
孝
行  

〜〜
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台
所
に
置
い
て
あ
る
瓶か

め

か
ら
水
音
が
す
る

の
で
の
ぞ
い
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
な
こ
と
に

瓶
の
中
に
ウ
ナ
ギ
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
喜

ん
だ
伊
麻
は
そ
の
ウ
ナ
ギ
を
調
理
し
て
長

右
衛
門
に
食
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
父
の
病
気

は
快
方
に
向
か
い
、
つ
い
に
病
が
癒い

え
た
と

い
う
こ
と
で
す
。
遠
近
の
人
々
が
そ
の
話
を

伝
え
聞
き
、
孝
行
の
心
の
成
せ
る
こ
と
だ
と

噂
し
ま
し
た
。
こ
の
話
に
感
激
し
た
郡
山
藩

主
本ほ

ん
だ
な
い
き

多
内
記
は
、
姉
弟
の
孝
行
を
た
た
え
て

褒ほ
う
び美

を
与
え
た
の
で
、
兄
弟
の
名
は
広
く
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
2
年
が
経
っ
て
、
父
は
病
に
は
か

か
ら
ず
79
歳
で
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
。
伊

麻
は
晩
年
に
剃て

い
は
つ髪

し
て
、
名
を
妙

み
ょ
う
と
く徳

と
改
め

て
、
寶ほ

う
え
い永

元
年
2
月
27
日
、
享
年
81
歳
で
没

し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
竹
内
街
道
を

行
き
来
す
る
人
々
は
必
ず
伊
麻
の
も
と
を

訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

大
和
を
廻
っ
た
松
尾
芭
蕉
も
伊
麻
の
話

を
聞
き
、
そ
の
こ
ろ
南
今
市
村
に
帰
っ
て
い

た
伊
麻
の
も
と
を
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、

大
き
な
感
銘
を
受
け
た
こ
と
を
手
紙
に
書

い
て
弟
子
に
送
っ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
は
伊
麻

と
会
っ
た
感
激
を｢

よ
ろ
ず
の
た
つ
と
き
も

（
尊
き
も
）
伊
麻
を
見
る
ま
で
の
こ
と
こ
そ

に
あ
な
れ｣

と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　

わ
が
身
自
身
の
こ
と
を
捨
て
、
親
に
孝
行

を
尽
く
す
伊
麻
さ
ん
の
生
き
方
に
は
、
い
ろ

い
ろ
意
見
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
当
時

の
人
々
に
は
学
ぶ
べ
き
人
生
の
大
き
な
規

範
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
南
今

市
区
長
は
行
事
の
挨
拶
の
中
で
、「
さ
ま
ざ

ま
な
陰
惨
な
事
件
、
社
会
問
題
が
起
こ
る
今

の
時
代
、
地
域
を
あ
げ
て
伊
麻
の
威い

と
く徳

を
偲し

の

び
、
孝
徳
心
を
語
り
伝
え
る
こ
の
行
事
を
、

連れ
ん
め
ん綿

と
継
承
し
て
い
き
た
い
。」
と
述
べ
て

い
ま
す
。
親
が
わ
が
子
を
虐

ぎ
ゃ
く
た
い待

し
、
死
な
せ

る
、
ま
た
子
ど
も
が
親
を
殺
す
と
い
う
恐
ろ

し
い
世
の
中
に
な
っ
て
い
る
現
在
だ
か
ら

こ
そ
、「
孝
女
伊
麻
」
の
物
語
は
私
た
ち
に

多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

(

人
権
政
策
課
）

南今市　孝女伊麻顕彰碑

　日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権尊重思想の普

及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。

　このような背景の下に、昭和 23 年にまず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌昭和 24

年 6月 1日に人権擁護委員法が施行されました。

　これにより、地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関である人権擁護委員制度が誕

生しました。

　本年度の啓発活動重点目標を

「育てよう　一人一人の　人権意識　ー思いやりの心・かけがえのない命を大切にー」

と定め、国民一人ひとりが主体的に豊かな人権意識を育てていくような啓発活動を積極的に展開して

います。

　葛城市では、法務大臣から委嘱された 8名の人権擁護委員さんが、人権擁護委員の使命を認識し、

一人ひとりの人権が侵されることのないように地道な活動をされています。

　つきましては、「人権擁護委員の日」に人権相談所を開設しますので、お気軽に相談にお越しくだ

さい。

 ◇日　時 ：6 月 1日（金）午前 9時～正午

 ◇場　所 ：市役所新庄庁舎 2階 202 会議室

6 月 1日は「人権擁護委員の日」です



18広報「 」5月号

「　　　　　　　　　　　　　　　　」進捗状況！
～第 9回プランニングパートナー会議について～

　3月 28日にいよいよ計画づくりの最後となりました第 9回プランニングパートナー会議が開催されま

した。

　「きらり葛城 21～イキイキ輝くまちプラン～」（案）と計画の概要版（案）が出来ましたので、完成の

喜びを分かち合い、今回はプランニングパートナーの皆さんで計画案の内容について意見交換をしました。

また、この計画のお披露目会についてと今後の推進体制について話し合いました。

　会議に参加された皆さんはそれぞれの意見やアイデアが「きらり葛城 21」の中で反映されていると感

じておられ、アンケートでも「住民参加型プランが形になって嬉しかった」といった意見もありました。

また、計画が完成しただけで終わることなく、今後の推進についても高い関心を持っておられる方も多かっ

たです。

　初夏に「きらり葛城 21～イキイキ輝くまちプラン

～」を住民の皆さんにお披露目する準備をしています。

楽しみにしておいてください。

　お披露目会に先立ちまして、きらり葛城21のキャッ

チフレーズができましたので紹介しておきます。

個別基本健康診査、大腸・胃・前立腺がん検診のお知らせ
　今年度も、個別基本健康診査、大腸・胃・前立腺がんの個別検診を次の要領で実施します。

　実施期間　：　5月 1日（火）～ 9月末まで
　対象者及び費用

☆健康相談
　●日時：5月 10日（木）・25日（金）

　●受付：午前 10時～午前 11時

　●場所：新庄健康福祉センター

　●内容：血圧測定・尿検査など

　※　健康手帳をお持ちの方はご持参ください。

☆乳幼児健康相談
　●日時：5月 8日（火）・9日（水）

　●受付：午前 10時～午前 11時
　●場所：當麻保健センター

　◆日時：5月 23日（水）・24日（木）
　◆受付：午前 10時～午前 11時
　◆場所：新庄健康福祉センター

　■内容：身体測定、保健師・栄養士による個別相談
　※　母子健康手帳をご持参ください。

健（検）診 対　　象　　者 費用※

　個別基本健康診査 　市内在住の 40歳以上の方 1,500 円　

　大腸がん検診 　個別基本健康診査を受ける方 500円　

　前立腺がん検診 　個別基本健康診査を受ける方で 50歳以上の男性 500円　

　胃がん検診 　市内在住の 40歳以上の方 3,000 円　

※ 70歳以上の方は無料です。

　また、市民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方は無料になりますが、事前の手続きが必要です。

　詳しくは、広報かつらぎ 4月号折込チラシをご覧いただくか、

  新庄健康福祉センター　☎ （69）9900 までお問い合わせください。
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本
市
消
防
団
副
団
長
の
中
島
啓
文
さ
ん
（
新
在
家
）
が
、
消
防
庁
長
官
よ
り
永
年
勤
続

功
労
章
を
、
前
第
4
分
団
長
の

田
俊
裕
さ
ん
（
疋
田
）
が
、
日
本
消
防
協
会
長
よ
り
精

績
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
は
消
防
団
員
と
し
て
長
年
消
防
業
務
に
勤
続

さ
れ
、
勤
務
勉
励
技
能
熟
達
よ
く
、
そ
の
業
務
遂
行
に
あ
た
っ
た
成
績
が
極
め
て
優
秀
で

あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の

で
す
。

　

こ
の
栄
誉

あ
る
受
章
に

対
し
、
心
か

ら
お
喜
び
申

し
上
げ
ま
す

と
と
も
に
、

今
後
と
も
本

市
消
防
業
務

に
ご
尽
力
い

た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

空
き
巣
ね
ら
い
に
ご
用
心
！

　

5
月
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
等
で
留
守
に
さ
れ
る
家
が
多
い
こ
と
か
ら
、
空

き
巣
ね
ら
い
な
ど
住
宅
を
対
象
と
し
た
侵
入
窃
盗
が
多
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
様
な
窃
盗
事
件
は
、
泥
棒
が
住
宅
に
侵
入
し
て
金
品
等
を
盗
ん
で
い
る
と
き

家
人
に
発
見
さ
れ
ま
す
と
強
盗
事
件
等
、
凶
悪
事
件
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

空
き
巣
ね
ら
い
を
防
ぐ
た
め
に
は
、

①
戸
・
ド
ア
や
窓
に
は
、
鍵
を
2
つ
以
上
つ

け
て
い
ま
す
か
？

　

泥
棒
の
7
割
は
開
錠
に
5
分
以
上
か
か

る
と
侵
入
を
あ
き
ら
め
、
10
分
以
上
だ
と
ほ

ぼ
全
員
が
退
散
し
ま
す
。

・ 

戸
・
ド
ア
や
窓
に
は
、
主
錠
だ
け
で
な
く
、

補
助
錠
を
取
り
付
け
る
な
ど
2
つ
以
上

の
錠
を
取
り
付
け
ま
し
ょ
う
。

・ 

錠
前
な
ど
の
建
物
部
品
は
防
犯
性
能
が

高
い
も
の
が
安
心
・
安
全
で
す
。

②
家
の
周
り
に
足
場
に
な
る
物
を
置
い
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

泥
棒
は
身
近
に
あ
る
物
を
足
場
に
し
て

上
階
の
窓
か
ら
も
侵
入
し
ま
す
。

・ 

自
転
車
、
ポ
リ
バ
ケ
ツ
、
物
入
れ
、
古

新
聞
、
雑
誌
の
束
な
ど
も
家
の
周
囲
に

置
か
な
い
こ
と
。

・ 

雨
ど
い
や
ひ
さ
し
の
設
置
状
況
、
立
ち

木
の
配
置
な
ど
に
も
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

③
ゴ
ミ
出
し
の
と
き
、
戸
締
ま
り
を
し
て
い

ま
す
か
？

　

ゴ
ミ
出
し
つ
い
で
に
近
所
の
人
と
立
ち

話
、
子
ど
も
の
幼
稚
園
の
送
迎
バ
ス
待
ち
な

ど
も
危
険
な
時
間
で
す
。

・ 

ち
ょ
っ
と
の
留
守
で
も
油
断
せ
ず
必
ず

施
錠
し
ま
し
ょ
う
。

・ 

浴
室
や
ト
イ
レ
の
窓
な
ど
は
施
錠
を
忘

れ
が
ち
、
施
錠
の
確
認
を
習
慣
づ
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

④
帰
宅
が
夜
に
な
る
と
き
、
明
か
り
を
つ
け

て
出
か
け
て
い
ま
す
か
？

　

夜
、
室
内
に
明
か
り
が
つ
い
て
い
な
い
家

は
留
守
宅
の
し
る
し
、
空
き
巣
ね
ら
い
の
格

好
の
標
的
で
す
。　
　

・ 

昼
に
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
て
い
る
家
、
雨

が
降
っ
て
も
洗
濯
物
を
取
り
込
ま
な
い

家
も
危
険
。

・ 
長
期
不
在
の
と
き
は
新
聞
の
配
達
を
一

時
休
止
し
、
お
隣
ご
近
所
に
も
一
声
か

け
て
目
配
り
を
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
留
守
に
す
る
と
き
、
置
き
鍵
を
し
て
い
ま

せ
ん
か
？

　

郵
便
受
け
の
中
や
植
木
鉢
の
下
は
合
い

鍵
の
隠
し
場
所
に
し
て
い
る
と
危
険
で
す
。

・ 

合
い
鍵
は
家
族
一
人
ひ
と
り
が
持
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
が
し
っ
か
り
管
理
す
る
の
が

原
理
で
す
。

・ 

ど
う
し
て
も
置
き
鍵
を
す
る
場
合
は
家  

族
に
し
か
絶
対
わ
か
ら
な
い
場
所
に
隠

し
ま
し
ょ
う
。

な
ど
の
防
犯
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
泥
棒
の
侵
入
を
防
止
出
来
る
の
で
す
。

　　

被
害
に
遭
っ
た
り
、
不
審
者
を
見
か

け
た
時
は
、
す
ぐ
に
1
1
0
番
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

高
田
警
察
署　

☎
（
22
）
0
1
1
0

▽
▼
１
１
９

１
１
９
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー
▲
△

平
成
19
年
3
月
中

火
災
…
0
件

救
急
…
1
1
1
件

救
助
…
1
件

本

年

の

累

計

火
災
…
0
件

救
急
…
3
1
2
件

救
助
…
4
件

葛
城
市
消
防
団
役
員
構
成

消
防
業
務
に
精
励
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
次
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た

消
防
業
務
に
精
励
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
次
の
方
が
受
章
さ
れ
ま
し
た

（
消
防
署
）

葛
城
市
消
防
団
役
員
構
成

葛
城
市
消
防
団
役
員
構
成

中島さん吉田さん

　

消
防
団
員
の
退
団
に
伴
い
、
4
月
1
日

付
で
次
の
と
お
り
役
員
構
成
が
代
わ
り
ま

し
た
。(

敬
称
略)

団　

長　

奥
村
喜
洋

副
団
長　

住
野
光
男　

副　
団　
長　

西
川　

朗

副
団
長　

中
島
啓
文　

副　
団　
長　

田
仲
完
好

第
1
分
団

分
団
長　

増
井
孝
至　

副
分
団
長　

川
天
祥

第
2
分
団

分
団
長　

浅
野　

晃　

副
分
団
長　

吉
井　

博

第
3
分
団

分
団
長　

藤
井
邦
康　

副
分
団
長　

中
島
章
祐

第
4
分
団

分
団
長　

寺
岡
恵
男　

副
分
団
長　

斎
藤
恵
史

第
5
分
団

分
団
長　

西
川
康
男　

副
分
団
長　

田
中
孝
明

第
6
分
団

分
団
長　

西
川
昌
義　

副
分
団
長　

米
井
日
都
志
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会　員　募　集第13回ミュージックフェスティバル

　ステージオペレータークラブでは、ホールの催しに欠かせない
スタッフを募集しています。

【活動内容・入会資格】

☆ステージオペレータークラブは、新庄文化会館の催しにおいて
　照明・音響・舞台設備の操作等を実際に裏方として担当してい
　ます。また、積極的に新しい催し物（ミュージックフェスティ
　バル）等の企画・演出にも携わっていただきます。こうした舞
　台芸術に興味があり、一緒に感動を味わってみたい方の参加を
　お待ちしております。
☆16歳以上で性別、経験は問いません。

【申込・お問い合わせ】
　新庄文化会館及び當麻文化会館

有効期限
　平成19年4月1日
　　～平成20年3月31日

ステージオペレーター募集

平成19年度

☆マルベリーホール主催の公演チケットが、割引で一般発売の１
　週間前より電話で先行予約できます。
☆割引購入枚数は、1会員につき2枚まで。（先行電話予約枚数を含む）
☆マルベリーホール主催のイベント情報をお送りします。

マルベリー友の会

【開催日】平成19年9月2日（日）
【会　場】新庄文化会館　マルベリーホール
【主　催】第13回ミュージックフェスティバル実行委員会
【募集期間】平成19年4月1日（日）～  5月21日（月）
【募集部門】プロ・アマ、ジャンルは問いません。
　　　　　　（ただし、ピアノソロ及びカラオケは除きます）
【演奏期間】1グループ　15分程度　
【応募資格】葛城市を中心としてその周辺に住み、
　　　　　　みんながいっしょに楽しめる舞台で演奏
　　　　　　していただける方及びグループ
【応募方法】所定の用紙
（第13回ミュージックフェスティバル出演申込書）に
　記入の上、新庄文化会館までご持参ください。
　（郵送・ＦＡＸ不可）

　※応募者多数の場合、公演時間に限りがありますので
　　出演申込書のアンケートによる選考を行います。
　　応募者全員出演できない場合もあります。
　　選考結果に対するお問い合わせには、応じられません。
　※所定応募申込用紙及びお問い合わせは
　　〒639-2137 葛城市南藤井70-1 新庄文化会館内
　　「第13回ミュージックフェスティバル実行委員会」
　　　　事務局　☎0745-69-4600

大人も子供もいっしょに楽しめる  

      Ｃoncertに出演しませんか♪ ♪

5月1日～6月5日新庄文化会館（マルベリーホール）

當麻文化会館

13：30～

10：00～

12：30～16：00

69-4600【新庄文化会館】

69-5870

  5

  5

4

5

20

金

土

日

公園まつり映画鑑賞会 【出口のない海】

公園まつり映画鑑賞会 【ライアンを探せ！】

佑恭の会

入場無料

※整理券配付

無　料

葛城市

藤よし会

月　　　　　　　　日 曜 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先

は休館日

新庄文化会館
當麻文化会館

◎お問い合わせ　  新庄文化会館　☎69－4600　當麻文化会館　☎48－5000　☆主催者の都合により一部変更する場合がありますので、ご了承ください。
　準備、リハーサル等での使用に関しては、本表に記載しておりません。詳細については、主催者にお問い合わせください。

未　　定30 水 葛城市人権教育研究会総会 無　料 葛城市人権教育研究会
月　　　　　　　　日 曜 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先

展示室（マルベリーホール）

69-5945

66-0090

4/30～5/5

5/26～27

第13回写団葛城写真展

書道展

無　料

無　料

写団葛城

津崎書道教室

期　　間 催　　し　　物 入場方法 開演時間 主　　催　　者 連　　絡　　先

  9：00～17：00

火

 1

水

 2

木

 3

金

 4

土

 5

日

 6

月

 7

火

 8

水

 9

木

10

金土日月

1112

火

15

水木

161713

木

17

金土日月火水木木金土日月火水木木金土日月火

1819 20212223242526272829303114  1  2  3  4  5

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 101112 15161713 171819 20212223242526272829303114  1  2  3  4  5

26日　12：00～17：00
27日　  9：00～16：00

※入場整理券配布 （公園まつり映画鑑賞会 ： 4日分は午前10時より、5日分は午前8時30分よりいずれも新庄文化会館で配布します。）

受　付　中



は整理休館日

新庄図書館
當麻図書館

は休館日

◎お問い合わせ　  新庄図書館　☎69－4646　當麻図書館　☎48－6000

火

 1

水

 2

木

 3

金

 4

土

 5

日

 6

月

 7

火

 8

水

 9

木

10

金土日月

1112

火

15

水木

161713

木

17

金土日月火水木木金土日月火水木木金土日月火

1819 20212223242526272829303114  1  2  3  4  5

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 101112 15161713 171819 20212223242526272829303114  1  2  3  4  5

書　　　　　名 著　者　名 新庄図書館 當麻図書館
　伊東家の食卓不滅の裏ワザ大全集ＢＥＳＴ 100！！ 　日本テレビ放送網 ○ ○
　おつきあいのマナーとコツ 　石原壮一郎 ○
　健康診断でコレステロール値が高めの人が読む本 　平野勉 ○
　手づくりする手紙 　木下綾乃 ○
　朗読日和 　長谷由子 ○
　孤独なき地 　香納諒一 ○
　Ｊ 　五條瑛 ○
　十津川警部幻想の天橋立 　西村京太郎 ○
　鬼しぐれ 　花家圭太郎 ○
　なわとび千夜一夜 　林真理子 ○ ○
★たのしいおまつり 　イフェオマ・オニェフル ○
★からだことば絵事典 　ことばと遊ぶ会 ○
★納豆の大ドンブリ 　穂村弘 ○
★タイムカプセル 　折原一 ○
★ぼくらと七人の盗賊たち 　宗田理 ○
★ビッグＴと呼んでくれ 　Ｋ．Ｌ．ゴーイング ○ ○
★そこにいるのはだあれ？ 　きたむらさとし ○
★おたねさん 　竹内通雅 ○ ○
★ 1000 の星のむこうに 　アネッテ・ブライ ○
★おつきさまにぼうしを 　ヤン・ユッテ ○

 

図
書
館
だ
よ
りはじめての果樹ガーデン

大森直樹／著

日本がわかる地図の絵
中西僚太郎／監修
田淵周平／絵
吉田秀樹／文

　

本
書
は
自
宅
の
庭
で
簡
単
に
栽
培
で
き

る
人
気
の
フ
ル
ー
ツ
88
種
類
を
紹
介
し
て

い
ま
す
。
樹
種
の
選
び
方
や
植
え
付
け
に

最
適
な
場
所
と
育
て
方
が
豊
富
な
写
真
で

解
説
さ
れ
、
初
心
者
に
も
わ
か
り
や
す
く

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
ペ
ー

ス
を
取
ら
ず
に
プ
ラ
ン
タ
ン
や
鉢
栽
培
で

も
お
い
し
い
果
実
が
収
穫
で
き
る
方
法
も

収
録
さ
れ
て
い
て
、
果
実
栽
培
を
よ
り
身

近
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
書
は
、
探
す
楽
し
み
、
見
つ
け
る
喜

び
が
た
っ
ぷ
り
詰
ま
っ
た
「
見
て
楽
し
む
」

地
図
帳
で
す
。
都
道
府
県
別
に
描
か
れ
た

地
図
の
上
に
は
、
各
地
の
特
産
物
、
観
光

名
所
、
動
物
の
イ
ラ
ス
ト
が
満
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
各
ペ
ー
ジ
に
都
道
府
県

の
人
口
密
度
や
、
意
外
な
日
本
一
の
デ
ー

タ
と
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
地

の
暮
ら
し
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
の
画
期
的
な
地
図
帳
を
つ
ぶ
さ
に
見

て
い
け
ば
、
き
っ
と
新
し
い
発
見
が
あ
る

で
し
ょ
う
。

5 月 の 新 着 図 書 ★…児童書

《
催
し
も
の
ご
案
内
》

【
映
画

【
映
画
会
の
会
の
お
知
ら
せ
】

お
知
ら
せ
】

　

日
時

：

5
月
12
日
（
土
）
午
前
10
時
〜

　

場
所

：

新
庄
図
書
館
Ａ
Ｖ
ル
ー
ム

　

 

『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』

【
お
は
な

【
お
は
な
し
会
の
お
知
ら
せ
】

し
会
の
お
知
ら
せ
】

★
當
麻
図
書
館

　

日
時

：

5
月
20
日
（
日
）
午
後
1
時
30
分
〜

　

場
所

：

當
麻
図
書
館
2
階
お
は
な
し
の
部
屋

『
小
さ
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

　
　

詩　

…
森
の
中

　

絵　

本
…
ね
こ
ね
て
る

　

お　

話
…
ひ
な
ど
り
と
ネ
コ

　

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
…
だ
い
り
ょ
こ
う

『
大
き
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

　

お　

話
…
赤
ず
き
ん

　

絵　

本
…
11
ぴ
き
の
ね
こ
と
あ
ほ
う
ど
り

★
新
庄
図
書
館

　

日
時

：

5
月
26
日
（
土
）
午
前
10
時
〜

　

場
所

：

新
庄
図
書
館
お
は
な
し
の
部
屋
・ 

 
 

 

Ａ
Ｖ
ル
ー
ム

『
小
さ
い
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

　

絵　

本
…
お
ば
け
の
て
ん
ぷ
ら

　

お　

話
…
ケ
ロ
ケ
ロ
ピ
ヨ
ピ
ヨ

ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン

　

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
…
お
み
せ
や
さ
ん

　

紙
芝
居
…
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
カ
メ
レ
オ
ン　

ほ
か

『
大
き
な
子
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

　

絵　

本
…
み
ど
り
い
ろ
の
た
ね

　

お　

話
…
皇
帝
の
新
し
い
着
物

　

紙
芝
居
…
さ
る
と
わ
に　

ほ
か

＊
お
は
な
し
が
始
ま
る
と
へ
や
に
入
れ
ま
せ
ん
。

　

時
間
に
間
に
合
う
よ
う
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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　　   　　　市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001　または　當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。

5
月
は
、
次
の
市
税
が
納
付
月
で
す
。

▼
固
定
資
産
税

第
１
期
・
全
期

▼
軽
自
動
車
税

全
期

納
期
限
は
、
5
月
31
日
（
木
）
で
す
。

納
期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限
日

が
振
替
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
預
貯
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
18
年
分
所
得
証
明
書
の

発
行
に
つ
い
て

平
成
18
年
分
の
所
得
に
関
す
る
証
明
書

（
所
得
、
課
税
、
非
課
税
証
明
書
等
）
は
次

の
日
付
か
ら
の
発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

 

平
成
19
年
度
ふ
れ
あ
い
花
教
室　

  
 

 
 

教
室
生
募
集

▼
内　

容

‥

　

「
も
っ
と
知
り
た
い
、
学
び
た
い
、

花
の
こ
と
・
緑
の
こ
と
！
」

　

草
花
、
庭
木
の
育
て
方
、
草
花
の
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
・
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ジ
メ
ン
ト
、
家
庭

園
芸
の
基
礎
知
識
を
学
び
ま
す
。

▼
開
講
日

‥

6
月
〜
平
成
20
年
3
月
の

　

毎
月
第
3
土
曜
日
（
10
回
）
午
前
中

▼
場　

所

‥

二
上
山
ふ
る
さ
と
公
園
内　

公
園
館

▼
定　

員

‥

25
名
程
度
（
定
員
超
過
の
場
合

　

は
抽
選
、
ま
た
申
し
込
み
者
が
少
な
い
場

　

合
は
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
。）

▼
受
講
料

‥

無
料
（
実
習
に
と
も
な
う
場

　

合
、
材
料
は
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。）

▼
対
象
者

‥

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
方

▼
申
込
締
切

‥

5
月
25
日
（
金
）
必
着

※
申
し
込
み
は
、
官
製
ハ
ガ
キ
に
教
室
名
・

　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
書
い
て
左
記

　

ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

◎
詳
し
く
は
、

　

〒
6
3
9
ー
0
2
7
2

　

葛
城
市
新
在
家
4
9
2
ー
1

　

二
上
山
ふ
る
さ
と
公
園
内  

公
園
管
理
係

ま
で
。

徴 

収 

区 

分

発
行
予
定
日

特
別
徴
収

：

市
県
民
税

が
勤
務
先
の
給
料
等
よ
り

天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

5
月
10
日(

木)

普
通
徴
収

：

市
県
民
税

が
右
記
以
外
の
方

6
月
5
日
（
火
）

確
定
申
告
ま
た
は
市
県
民
税
申
告
を
さ

れ
て
い
な
い
方
や
事
業
所
か
ら
給
与
支
払

報
告
書
が
市
役
所
へ
未
提
出
の
方
、
納
税
義

務
者
の
扶
養
者
に
な
っ
て
い
な
い
方
等
、
所

得
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
当
市
が
把
握

出
来
な
い
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
所
得
に
関

す
る
証
明
が
で
き
ま
せ
ん
。
平
成
18
年
中
に

収
入
が
無
い
方
で
も
、
収
入
が
無
い
旨
の
申

告
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

（
税
務
課
・
収
納
課
）

 

平
成
19
年
度

 

「
さ
わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
」
参
加
者
募
集

　

安
全
で
手
軽
に
楽
し
め
る
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
。
自
然
と
ふ
れ
合
い
な
が
ら
心
身
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
楽

し
み
ま
せ
ん
か
。

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
要
領
で
「
さ

わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
」
を
開
催
し
ま

す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■
第
1
回
（
市
外
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）

　

日　

時

‥

6
月
12
日

　
　
　
　
　

午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
頃

　

コ
ー
ス

‥

多
武
峰
・
飛
鳥
の
里
コ
ー
ス

■
第
2
回
（
市
外
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ)

　

日　

時

‥
10
月
（
予
定
）

　
　
　
　
　

午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
頃

　

コ
ー
ス

‥

歴
史
の
里

ウ
ワ
タ
ベ
古
墳
・
秋
篠
寺
コ
ー
ス

■
第
3
回
（
ミ
ス
テ
リ
ー
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）

　

日　

時

‥

平
成
20
年
2
月
（
予
定
）

　

コ
ー
ス

‥

当
日
ま
で
非
公
開

▼
申
込
締
切

‥

5
月
21
日
（
月
）
午
後
5
時
ま
で
。

　
　
（
毎
週
火
曜
日
及
び

第
2
・
第
4
水
曜
日
は
休
館
日
で
す
。）

▼
申
込
場
所

‥

當
麻
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

　
　

☎
（
48
）
6
6
0
0　

及
び

　

葛
城
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
（
69
）
6
9
6
1 

内
体
育
振
興
課
ま
で

＊
各
回
と
も
、
交
通
費
入
場
料
等
は
自
己
負  

　

担
で
す
。

＊
服
装
は
運
動
で
き
る
服
装
で
、
持
ち
物
は

　

昼
食
・
飲
み
物
・
雨
具
・
タ
オ
ル
等
で
す
。

＊
参
加
者
に
は
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

　
（
1
、
5
0
0
円
／
1
人
）
に
加
入
し
て

　

い
た
だ
き
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
体
育
振
興
課
☎
（
48
）
6
6
0
0
ま
で
。

 

歴
史
博
物
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
展
示
会
】

【
展
示
会
】

 

平
成
19
年
度
春
季
企
画
展

　
『
こ
こ
は
葛
城
、
江
戸
時
代
』

▼
会　

期

‥

開
催
中
〜
6
月
24
日
（
日
）

▼
入
館
料

‥

通
常
の
入
館
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

【
講
演
会
】

【
講
演
会
】

 

『
葛
城
学
へ
の
い
ざ
な
い
』（
第
2
回
）

　
「
運
ば
れ
る
肥
料

ー 

都
市
大
坂
と
大
和
農
村
の
関
係 

ー
」

▼
日　

時

‥

5
月
12
日(

土)

午
後
2
時
か
ら

▼
講　

師

‥

岡
島 

永
昌 

氏

 
 

（
王
寺
町
教
育
委
員
会
）

▼
会　

場

‥

歴
史
博
物
館
2
階

 
 

「
あ
か
ね
ホ
ー
ル
」

▼
定　

員

‥

1
0
0
名
程
度

▼
申　

込

‥

電
話
ま
た
は
、

 
 

直
接
窓
口
に
て
受
付

◎
詳
し
く
は
、
歴
史
博
物
館

　
　
　

☎
（
64
）
1
4
1
4
ま
で
。

 

市
内
一
斉
清
掃
に
つ
い
て

　

5
月
20
日
（
日
）
は
、
市
内
一
斉
清
掃
の

日
で
す
。

　

住
み
よ
い
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ

し
、
自
宅
周
辺
を
中
心
と
し
た
美
化
清
掃
に

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
、
環
境
課
ま
で
。
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恩
給
受
給
資
格
の
な
い
方
（
恩
給
欠
格
者
）、

戦
後
強
制
抑
留
者
、
引
揚
者
の
皆
さ
ま
へ

　

恩
給
欠
格
者
、
戦
後
強
制
抑
留
者
、
引
揚

者
の
「
本
人
」
に
、
あ
ら
た
め
て
内
閣
総
理

大
臣
名
の
「
特
別
慰
労
品
」
を
贈
呈
し
て
い

ま
す
。（
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

等
を
受
け
た
方
も
対
象
で
す
）

　

請
求
書
は
、
社
会
福
祉
課
の
窓
口
に
置
い

て
あ
り
ま
す
。
請
求
期
間
は
平
成
19
年
4
月

1
日
か
ら
平
成
21
年
3
月
31
日
ま
で
で
す
。

◎
詳
し
く
は
、

　

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

　

☎
0
1
2
0
ー
2
3
4
ー
9
3
3
（
無
料
）

　
（
月
曜
か
ら
金
曜
ま
で

　

午
前
9
時
15
分
か
ら
午
後
5
時
15
分
ま
で
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

‥

http://w
w
w
.heiw

a.go.jp　

ま
で
。

 

増 

改 

築 

相 

談

▼
日　

時

‥

5
月
6
日
（
日
）・
6
月
3
日
（
日
）

 
 

午
前
9
時
〜
正
午

▼
場　

所

‥

當
麻
文
化
会
館
団
体
交
流
室

▼
連
絡
先

‥

☎
（
48
）
5
3
7
5

▼
日　

時

‥

5
月
26
日
（
土
）

 
 

午
後
1
時
〜
午
後
5
時

▼
場　

所
‥

中
央
公
民
館
会
議
室

▼
連
絡
先

‥

☎
（
69
）
2
8
7
7

◎
詳
し
く
は
、
右
記
連
絡
先
ま
た
は
都
市
計

画
課
ま
で
。

 

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
（
入
門
課
程
）
開
催

　

聴
覚
障
害
の
方
の
生
活
や
関
連
す
る
福

祉
制
度
な
ど
に
つ
い
て
理
解
や
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
手
話
で
日
常
生
活
の
会
話

が
出
来
る
程
度
の
手
話
奉
仕
員
を
養
成
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
次
の
と
お
り
手
話
奉
仕

員
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

伝
え
あ
う
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
、
手
話

の
基
本
を
身
に
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

興
味
の
あ
る
方
は
、
お
気
軽
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
来
年
度
に
お
い
て
手
話
経
験
が
１

年
以
上
あ
る
方
を
対
象
と
し
た
基
礎
課
程

の
開
催
を
計
画
し
て
お
り
、
入
門
課
程
を
修

了
し
た
方
に
は
引
き
続
き
受
講
し
て
い
た

だ
く
予
定
で
す
。

▼
対
象
者

‥

18
歳
以
上
の
市
内
在
住

 
 

 
ま
た
は
在
勤
者

▼
開
催
場
所

‥

新
庄
中
央
公
民
館

▼
開
催
期
間(

予
定) 

‥

5
月
24
日
（
木
）

〜
11
月
1
日
（
木
）
ま
で
の
毎
週
木
曜
日 

午
後
7
時
30
分
〜
午
後
9
時
30
分 

全
23
回

▼
受
講
料

‥

無
料

（
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
は
個
人
負
担
）

▼
募
集
定
員

‥

25
名

▼
募
集
期
限

‥

5
月
18
日
（
金
）

▼
申
込
先

‥

社
会
福
祉
課

◎
詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
課
ま
で
。

市役所へのお問い合わせは、新庄庁舎 ☎（69）3001　または　當麻庁舎 ☎（48）2811 まで。　　　　　　

 

第
33
回
要
約
筆
記
奉
仕
員
養
成
講
座
開
催

（
奈
良
県
委
託
事
業
）

　

こ
の
講
座
は
、
聴
覚
障
害
者
の
自
立
支
援

の
た
め
の
情
報
の
保
障
を
担
う
要
約
筆
記

者
の
養
成
講
座
で
す
。
手
話
に
馴
染
ま
な
い

聴
覚
障
害
の
方
（
中
途
失
聴
者
、
難
聴
者
、

高
齢
難
聴
者
）
の
情
報
保
障
の
手
段
と
し

て
、
文
字
に
よ
る
情
報
の
伝
達
は
最
も
有
効

な
手
段
で
す
。

　

中
途
失
聴
・
難
聴
者
の
情
報
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
実
現
に
向
け
て
、
皆
さ
ま
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
開
催
場
所

‥

奈
良
県
心
身
障
害
者

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
田
原
本
町
宮
森
34-

4
）

☎
0
7
4
4
（
33
）
3
3
9
3

▼
募
集
人
員

‥

　

手
書
き
コ
ー
ス
…
30
人
、
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス
…
20
人

▼
応
募
条
件

‥

パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス

　

・
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
込
め
る
こ
と

　

・
1
分
間
に
70
文
字
以
上
入
力
で
き
る
こ
と

▼
日　

程

‥

各
コ
ー
ス
共
通　

　

6
／
16
、
23
、
30
、
7
／
7
、
14
、
21
、

　

28
、
9
／
29
（
各
土
曜
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

コ
ー
ス
別

○
手
書
き
コ
ー
ス
…
8
／
11
、
25
、
9
／
8

　
（
各
土
曜
）
9
／
23
（
日
曜
）

　

午
後
1
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

○
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス
…
8
／
4
、
18
、
9
／

　

15
、
29
（
各
土
曜
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
4
時

▼
受
講
料

‥

無
料

（
テ
キ
ス
ト
代
は
実
費　

2
、
0
0
0
円
程
度
）

▼
申
込
先

‥

〒
6
3
6
ー
0
0
1
2

　

北
葛
城
郡
王
寺
町
本
町
4
丁
目
15
ー
26

　

Ｆ
Ａ
Ｘ　
（
72
）
7
4
4
0

　

上
田　

牧
子

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
、

希
望
コ
ー
ス
を
明
記
の
上
、
は
が
き
又
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
締　

切

‥

6
月
2
日
（
土
）

◎
詳
し
く
は
、
西
野　

芳
枝

☎　
（
77
）
7
7
1
2　

ま
で
。



平成１９年５月１日発行
編集・発行 葛城市役所　秘書課
 〒６３９‐２１９５　奈良県葛城市柿本１６６番地
 ０７４５（６９）３００１

■広報「かつらぎ」は再生紙を使用しています。

◆人口　３５，８６３人　◆世帯数　１２，３２８戸

◆男　１７，２７２人　　◆女　１８，５９１人　

　　　　　　　　　　　　 ２００７年４月１日現在

5月   May

●日時　5月 10日（木）第 2木曜日
 午前 9時～正午
　場所　葛城市役所（新庄庁舎）
　申込　不要（先着順）
●日時　5月 17日（木）第 3木曜日
 午前 9時～正午
　場所　忍海集会所
　申込　不要（先着順）
●日時　5月 24日（木）第 4木曜日
 午前 9時～正午
　場所　當麻文化会館
　申込　不要（先着順）

お問い合わせ／人権政策課・総務財政課・社会福祉協議会
　　　　　　　☎ 69-3001

●日時　5月 17日（木）第 3木曜日
 午後 1時～ 4時
　場所　葛城市役所（新庄庁舎）

●日時　5月 24日（木）第 4木曜日
 午後 1時～ 4時
　場所　當麻文化会館
　
◎申込　相談（20分）は予約制になっていますので、
　　　　秘書課までお申し込みください。

お問い合わせ／秘書課　☎ 69-3001

●中和法律センタ－
【本　　所】　
　日時　毎週火曜日・金曜日（祝日は休み）
　　　　午後 1時～ 4時
　場所　大和高田市大中 106-2
　　　　経済会館 4階
【香芝支所】　
　日時　第 1水曜日（祝日は休み）
　　　　午後 1時～ 4時
　場所　香芝市本町 1397
　　　　香芝市役所
【橿原支所】　
　日時　第 2・3水曜日（祝日は休み）
　　　　午後 1時～ 4時
　場所　橿原市八木町 1-1-18
　　　　橿原市役所北館 1階
【王寺支所】　
　日時　第 4水曜日（祝日は休み）
　　　　午後 1時～ 4時
　場所　王寺町久度 2-2-1-501
　　　　地域交流センター
◎申込　相談は予約面談制（30分）
　　　　必ず電話で事前予約してください。
　　　　（☎ 0742(22)2035）
　　　　相談日の1週間前の同じ曜日午前9時 30分
　　　　から先着順にて受け付けます。
　　　　（祝日の場合は原則その前日より）
◎対象者　葛城市、大和高田市、橿原市、御所市、   
　　　　　香芝市、桜井市、宇陀市、北葛城郡、
　　　　　高市郡、磯城郡、宇陀郡、東吉野村に
　　　　　お住まいの方


